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規

則

　

農
業
共
済
団
体
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
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三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
号

　
　
　

農
業
共
済
団
体
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

農
業
共
済
団
体
等
検
査
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則

　

第
一
条
中
「
こ
の
規
則
は
、」
を
削
り
、「
基
づ
き
」
を
「
よ
り
」
に
、「
農
業
共
済
事
業
を
行
な
う
」
を
「
共
済
事

業
を
行
う
」
に
改
め
、「
市
町
村
」
の
下
に
「（
以
下
「
市
町
村
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
い
う
」
を
「
総
称
す
る
」

に
、「
並
び
に
農
業
共
済
組
合
連
合
会
（
以
下
「
団
体
等
」
と
総
称
す
る
。）
の
業
務
又
は
会
計
の
状
況
に
つ
い
て
行
な

う
検
査
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
」
を
「
に
対
し
て
知
事
が
行
う
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い

う
。）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
検
査
の
目
的
）

第
二
条　

検
査
は
合
法
性
、
合
目
的
性
及
び
合
理
性
の
観
点
か
ら
組
合
等
の
業
務
及
び
会
計
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と

に
よ
り
、
組
合
等
に
対
す
る
個
別
指
導
の
実
を
挙
げ
、
も
つ
て
農
業
災
害
補
償
制
度
に
お
け
る
組
合
等
の
事
業
運
営

の
適
正
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

第
十
八
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

　

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「（
守
秘
義
務
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
も
ら
し
て
」
を
「
漏
ら
し
て
」
に
改
め
、
同
条
後
段

を
削
り
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

　

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「（
検
査
結
果
の
報
告
等
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
と
き
は
、」
の
下
に
「
速
や
か
に
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

知
事
は
、
検
査
終
了
後
速
や
か
に
、
法
令
に
違
反
し
て
い
る
事
項
及
び
組
合
等
の
運
営
上
是
正
又
は
改
善
の
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
し
た
検
査
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
農
業
共
済
組
合
に
あ
つ
て
は
理
事
に
、
市
町

村
に
あ
つ
て
は
市
町
村
長
に
交
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
検
査
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
見
解
及
び
今
後
実
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施
し
よ
う
と
す
る
措
置
を
記
載
し
た
回
答
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

知
事
は
、
検
査
の
結
果
、
共
済
事
業
を
適
正
か
つ
効
率
的
に
行
わ
せ
る
た
め
、
特
に
改
善
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
検
査
書
に
こ
れ
を
記
載
し
、
併
せ
て
農
業
災
害
補
償
法
第
百
四
十
二
条
の
五
の

規
定
に
よ
る
必
要
な
命
令
（
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
百
四
十
二
条
の
五
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
）
を
す
る

と
と
も
に
、
農
業
共
済
組
合
の
理
事
又
は
市
町
村
長
に
当
該
事
項
に
関
す
る
意
見
並
び
に
今
後
の
措
置
及
び
方
針
に

つ
い
て
、
前
項
の
回
答
書
と
は
別
に
、
報
告
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

４　

農
業
共
済
組
合
は
、
第
二
項
の
回
答
書
及
び
前
項
の
報
告
書
に
、
理
事
会
（
監
事
の
職
務
に
係
る
事
項
に
つ
い
て

は
監
事
会
）
の
議
事
録
の
抄
本
及
び
監
事
の
意
見
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
六
条
第
五
項
中
「
行
な
つ
た
」
を
「
行
つ
た
」
に
、「
第
二
項
の
検
査
書
の
写
し
」
を
「
当
該
検
査
の
結
果
の

概
要
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

５　

第
三
項
の
報
告
書
に
は
、
農
業
共
済
組
合
に
あ
つ
て
は
理
事
が
連
署
し
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
市
町
村
長
が
署
名

す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
の
終
了
に
際
し
、
団
体
」
を
「
を
終
了
す
る
に
際
し
て
、
直
ち
に
改
善
に
着
手
で
き
る
よ
う
、
及
び

組
合
等
関
係
者
に
無
用
の
不
安
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
農
業
共
済
組
合
」
に
改
め
、「
行
な
わ
な
け
れ
ば
」
を

「
行
う
と
と
も
に
、
理
事
及
び
監
事
又
は
市
町
村
長
及
び
監
査
委
員
か
ら
当
該
講
評
に
つ
い
て
の
意
見
等
を
聴
取
し
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
を
削
る
。

　

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
検
査
物
件
」
を
「
私
物
の
検
査
」
に
改
め
、
同
条
中
「
行
な
つ
て
」
を
「
行
つ
て
」
に
改

め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
」
を
「
検
査
上
特
に
必
要
が
あ
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四

条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
任
意
の
説
明
等
の
請
求
）

第
十
五
条　

知
事
は
、
検
査
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
検
査
員
を
し
て
組
合
員
、
加
入
者
、
取
引
先
そ

の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
任
意
の
説
明
、
答
弁
又
は
書
面
の
提
出
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
検
査
の
拒
否
等
に
対
す
る
措
置
）

第
十
六
条　

検
査
責
任
者
は
、
検
査
の
拒
否
、
妨
害
、
忌
避
そ
の
他
重
大
な
事
故
に
よ
り
検
査
の
実
施
が
困
難
で
あ
る

と
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
知
事
に
そ
の
旨
を
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
検
査
」
の
下
に
「
に
当
た
つ
て
」
を
加
え
、「
及
び
農
業
共
済
組
合
連
合
会
（
以
下
「
団
体
」

と
い
う
。）」
を
削
り
、「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
団
体
」
を
「
可
能
な
限
り
、
農
業
共
済

組
合
」
に
、「
立
ち
会
わ
せ
る
よ
う
務
め
る
」
を
「
立
ち
会
わ
せ
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
九
条
及
び
第
十
条
を
削
る
。

　

第
八
条
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
検
査
員
）

第
十
一
条　

検
査
は
、
知
事
が
命
じ
た
職
員
（
以
下
「
検
査
員
」
と
い
う
。）
二
人
以
上
が
一
組
に
な
つ
て
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
検
査
員
が
検
査
の
一
環
と
し
て
支
所
、
出
張
所
そ
の
他
の
組
合
等
の
出
先
機
関
に
お
い
て
単
独

で
現
物
の
検
査
等
を
行
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
妨
げ
な
い
。

２　

知
事
は
、
検
査
に
当
た
つ
て
は
、
一
組
の
検
査
員
の
中
か
ら
一
人
を
当
該
検
査
の
責
任
者
（
以
下
「
検
査
責
任
者
」

と
い
う
。）
と
し
て
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

検
査
員
は
、
十
分
な
注
意
を
も
つ
て
検
査
を
実
施
し
、
事
実
の
認
定
、
処
理
の
判
断
及
び
意
見
の
表
明
を
行
う
に

当
た
つ
て
は
、
常
に
公
正
不
偏
の
態
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

検
査
員
は
、
組
合
等
の
業
務
及
び
会
計
が
適
正
で
あ
り
、
か
つ
、
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
意
見
を
表
明
す
る
に

足
り
る
合
理
的
な
根
拠
を
得
る
ま
で
、
検
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

検
査
員
は
、
検
査
に
当
た
つ
て
は
、
組
合
等
の
業
務
の
執
行
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

検
査
員
は
、
常
に
穏
健
か
つ
冷
静
な
態
度
を
保
持
し
、
相
手
方
の
説
明
及
び
答
弁
を
慎
重
に
聴
取
す
る
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
証
票
等
の
交
付
等
）

第
十
二
条　

知
事
は
、
検
査
員
に
農
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
農
林
省
令
第
九
十
五
号
）
第
四
十
六

条
に
規
定
す
る
証
票
及
び
検
査
命
令
書
（
別
記
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

検
査
員
は
、
検
査
の
着
手
に
際
し
て
は
、
理
事
そ
の
他
の
組
合
等
の
責
任
者
に
対
し
、
前
項
の
証
票
及
び
検
査
命

令
書
を
提
示
し
、
検
査
を
行
う
旨
を
告
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

第
七
条
本
文
中
「
団
体
等
」
を
「
組
合
等
」
に
、「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
当
該
団

体
等
」
を
「
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
か
つ
、
理
事
そ
の
他
の
組
合
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
六
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
検
査
の
場
所
及
び
方
法
）

第
八
条　

検
査
は
、
組
合
等
の
事
務
所
、
倉
庫
、
事
業
所
そ
の
他
組
合
等
の
業
務
に
直
接
又
は
間
接
に
関
係
の
あ
る
場

所
に
お
い
て
、
現
物
の
検
査
、
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
の
検
査
及
び
役
員
又
は
職
員
か
ら
の
説
明
聴
取
（
第
十
一
条
第

一
項
に
お
い
て
「
現
物
の
検
査
等
」
と
い
う
。）
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
四
条
中
「
検
査
の
基
準
日
の
前
一
年
間
に
お
け
る
団
体
等
の
業
務
又
は
会
計
の
状
況
に
つ
い
て
行
な
う
」
を
「
検

査
基
準
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
当
該
検
査
基
準
日
ま
で
に
つ
い
て
行
う
」
に
改
め
、

同
条
た
だ
し
書
中
「
検
査
基
準
日
の
一
年
以
上
前
の
時
期
」
を
「
検
査
基
準
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の

開
始
の
日
前
及
び
当
該
検
査
基
準
日
後
」
に
、「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
三
条
中
「
団
体
等
」
を
「
組
合
等
」
に
、「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
場
合
は
、
こ
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の
限
り
で
な
い
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
指
示
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
検
査
に
よ
り
達
成
す
べ
き
事
項
）

第
三
条　

検
査
に
よ
り
達
成
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

法
令
、
法
令
に
基
づ
い
て
す
る
行
政
庁
の
処
分
、
定
款
、
共
済
規
程
、
共
済
条
例
、
規
則
等
に
対
す
る
遵
守
状

況
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
正
、
不
当
行
為
又
は
誤
り
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
と
と
も
に
、
現
に
発
生

し
て
い
る
不
正
、
不
当
行
為
又
は
誤
り
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
そ
の
是
正
を
図
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
組
合
等
が

被
る
損
害
及
び
組
合
の
信
用
の
低
下
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
。

二　

検
査
を
通
じ
て
組
合
等
の
事
業
運
営
の
実
態
を
把
握
し
、
農
業
災
害
補
償
制
度
の
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
運
営

に
つ
い
て
指
導
す
る
と
と
も
に
、
組
合
等
の
役
員
及
び
職
員
の
法
令
遵
守
の
意
識
の
高
揚
を
助
長
す
る
こ
と
。

　

（
年
間
検
査
計
画
等
の
作
成
）

第
四
条　

知
事
は
、
年
度
当
初
に
、
農
業
災
害
補
償
法
第
百
四
十
二
条
の
二
及
び
第
百
四
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る

検
査
に
係
る
月
別
及
び
組
合
等
別
の
年
間
検
査
計
画
並
び
に
当
該
年
度
に
お
け
る
検
査
重
点
事
項
を
作
成
す
る
も
の

と
す
る
。

　

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
（
第
12条

関
係
）

検
　
査
　
命
　
令
　
書

 
職
名
　
　
　
 　
氏
名
　
 　
　

 
〇
〇
〇
〇
　
　
〇
〇
〇
〇
〇
　
　

 
〇
〇
〇
〇
　
　
〇
〇
〇
〇
〇
　
　

 
〇
〇
〇
〇
　
　
〇
〇
〇
〇
〇
　
　

　
農
業
災
害
補
償
法
第
142条

の
〇
の
規
定
に
よ
り
，
〇
〇
〇
農
業
共
済
組
合
（
市
町
村
）
の
検
査
に
従
事
す

る
こ
と
を
命
ず
る
。

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
氏
　
　
名
　
�
　

記

１
　
検
査
の
期
間

　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

２
　
検
査
の
範
囲



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　

（
経
過
措
置
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
着
手
し
た
検
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
八
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
休
猟
区
の
区
域
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

区
域

　
　

山
田
休
猟
区
の
全
部
の
区
域　

　
　

沼
田
休
猟
区
の
全
部
の
区
域　

　
　

毛
萱
休
猟
区
の
全
部
の
区
域　

　
　

小
斎
休
猟
区
の
全
部
の
区
域　

二　

捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
鳥
獣

　
　

イ
ノ
シ
シ

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
九
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
休
猟
区
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
　

１　

名
称

　
　
　

花
房
山
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

白
石
市
福
岡
八
宮
地
内
白
石
市
と
七
ヶ
宿
町
の
境
界
線
と
県
道
南
蔵
王
七
ヶ
宿
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同

所
か
ら
同
県
道
を
東
進
し
市
道
川
原
子
ダ
ム
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し
川
原
子
ダ
ム

管
理
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
管
理
道
を
北
東
進
し
市
道
川
原
子
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

市
道
を
南
東
進
し
市
道
川
原
子
ダ
ム
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
市
道
沼
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
及
び
東
に
進
み
市
道
小
久
保
平
原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南

進
し
市
道
鎌
倉
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
市
道
小
日
向
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
市
道
を
南
及
び
東
に
進
み
国
道
一
一
三
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
及
び
西
に
進
み
白
石

市
と
七
ヶ
宿
町
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
北
東
及
び
北
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

二
　

１　

名
称

　
　
　

山
田
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

伊
具
郡
丸
森
町
舘
矢
間
山
田
地
内
国
道
三
四
九
号
と
丸
森
町
道
隈
西
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同

国
道
を
西
進
し
県
道
白
石
丸
森
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
及
び
北
東
に
進
み
県
道
越
河
角

田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
角
田
市
道
赤
生
栃
倉
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
市
道
を
南
東
進
し
丸
森
町
道
新
道
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
東
進
し
丸
森
町
道
隈
西
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

三
　

１　

名
称

　
　
　

稲
子
休
猟
区

　

２　

区
域

　

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
滝
下
地
内
国
道
一
一
三
号
と
町
道
五
郎
山
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
町
道
を

南
進
し
国
有
林
道
峠
田
岳
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
有
林
道
を
南
東
進
し
宮
城
県
と
福
島
県
の
境
界

線
に
通
じ
る
作
業
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
作
業
道
を
南
東
及
び
南
に
進
み
宮
城
県
と
福
島
県
の
境
界

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
西
進
し
国
道
三
九
九
号
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東

進
し
町
道
湯
原
稲
子
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
西
及
び
北
東
に
進
み
国
道
一
一
三
号
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間
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平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

四
　

１　

名
称

　
　
　

沼
田
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

柴
田
郡
村
田
町
大
字
村
田
字
小
池
地
内
東
北
自
動
車
道
と
県
道
亘
理
大
河
原
川
崎
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、

同
所
か
ら
同
県
道
を
南
進
し
大
河
原
町
道
小
島
新
堀
環
状
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
西
及
び

西
に
進
み
大
河
原
町
道
橋
本
環
状
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
西
進
し
県
道
蔵
王
大
河
原
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
進
し
東
北
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
自
動
車
道
を

北
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

五
　

１　

名
称

　
　
　

毛
萱
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

角
田
市
高
倉
地
内
角
田
市
道
君
萱
小
田
線
と
角
田
市
道
二
枚
橋
高
倉
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同

市
道
二
枚
橋
高
倉
線
を
西
及
び
北
西
に
進
み
県
道
大
河
原
高
倉
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
進

し
国
道
一
一
三
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
西
進
し
角
田
市
と
白
石
市
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
東
進
し
角
田
市
と
白
石
市
及
び
大
河
原
町
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
白
石
市
と
大
河
原
町
の
境
界
線
を
北
進
し
県
道
白
石
柴
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
進
し

大
河
原
町
道
上
谷
見
城
前
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
進
し
大
河
原
町
道
上
谷
団
地
二
七
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
東
及
び
北
東
に
進
み
大
河
原
町
道
中
島
東
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
町
道
を
北
東
進
し
、
県
道
亘
理
大
河
原
川
崎
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
角

田
市
道
君
萱
小
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
及
び
南
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た

区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

六
　

１　

名
称

　
　
　

小
斎
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
地
内
宮
城
県
と
福
島
県
の
境
界
線
と
県
道
金
山
新
地
停
車
場
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、

同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
、
西
及
び
南
西
に
進
み
国
道
一
一
三
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
西

進
し
丸
森
町
道
小
斎
西
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
進
し
角
田
市
道
枝
野
泉
田
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し
角
田
市
道
南
大
坊
泉
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し

一
級
河
川
桜
井
川
右
岸
堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を
北
東
進
し
県
道
角
田
大
内
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
進
し
県
道
角
田
山
元
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
角
田

市
と
山
元
町
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
西
進
し
丸
森
町
と
山
元
町
の
境
界
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
丸
森
町
と
山
元
町
の
境
界
線
を
南
東
進
し
宮
城
県
と
福
島
県
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
及
び
南
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

七
　

１　

名
称

　
　
　

下
原
休
猟
区

　

２　

区
域

　

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
八
志
田
地
内
県
道
升
沢
吉
岡
線
と
町
道
山
下
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同

県
道
及
び
林
道
升
沢
線
を
北
西
進
し
国
有
林
五
八
林
班
と
民
有
林
一
四
三
林
班
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

境
界
線
を
北
進
し
国
有
林
五
八
林
班
と
民
有
林
一
四
四
林
班
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線

を
西
及
び
北
に
進
み
国
有
林
五
八
林
班
と
大
和
町
民
有
林
一
四
五
林
班
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
境
界
線
を
北
進
し
黒
川
郡
大
和
町
と
加
美
郡
色
麻
町
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東

進
し
黒
川
郡
大
和
町
と
大
衡
村
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
進
し
三
角
点
（
一
五
七
・

六
メ
ー
ト
ル
）
に
至
り
、
町
道
山
下
線
の
終
点
を
直
線
で
結
び
、
同
所
か
ら
同
線
を
南
進
し
町
道
山
下
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

八
　

１　

名
称

　
　
　

大
郷
大
松
沢
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

黒
川
郡
大
郷
町
大
松
沢
字
築
道
西
地
内
県
道
石
巻
鹿
島
台
大
衡
線
と
県
道
利
府
松
山
線
と
の
交
点
を
起
点
と
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し
、
同
所
か
ら
県
道
石
巻
鹿
島
台
大
衡
線
を
北
西
進
し
町
道
柏
木
原
小
梁
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

町
道
を
北
及
び
北
東
に
進
み
大
郷
町
と
大
崎
市
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
進
し

県
道
利
府
松
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

九
　

１　

名
称

　
　
　

小
黒
ヶ
崎
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

大
崎
市
岩
出
山
池
月
地
内
国
道
四
七
号
と
国
道
四
五
七
号
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
国
道
四
七
号
を
北

西
進
し
県
道
鳴
子
池
月
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
進
し
同
県
道
と
国
道
四
五
七
号
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
国
道
四
五
七
号
を
南
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

十
　

１　

名
称

　
　
　

切
込
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
旭
地
内
町
道
旭
寒
風
沢
線
と
県
道
最
上
小
野
田
線
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
町

道
を
西
進
し
林
道
桧
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
北
進
し
町
道
長
沼
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
町
道
を
北
東
進
し
県
道
最
上
小
野
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
進
し
町
道
梵
天
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
東
進
し
作
業
道
に
至
り
、
同
所
か
ら
作
業
道
を
西
進
し
林
道
宇
土
沼

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
林
道
を
南
東
進
し
町
道
田
沢
大
森
線
に
至
り
、
同
町
道
を
南
進
し
町
道
役
場
切
込
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
西
進
し
県
道
最
上
小
野
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を

南
西
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

十
一

　

１　

名
称

　
　
　

志
田
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
地
内
県
道
大
迫
松
山
線
と
市
道
絹
掛
入
町
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道

を
南
進
し
市
道
山
谷
貝
抜
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
市
道
貝
抜
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
県
道
大
迫
松
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
進
し
市
道
平
渡
大
迫

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
市
道
小
迫
南
北
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

北
進
し
市
道
小
迫
岩
淵
線
に
至
り
、
同
市
道
を
北
西
進
し
県
道
利
府
松
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県

道
を
北
西
進
し
市
道
太
夫
沢
絹
掛
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
市
道
絹
掛
入
町
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

十
二

　

１　

名
称

　
　
　

王
沢
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

栗
原
市
一
迫
真
坂
地
内
市
道
田
川
〜
川
原
線
と
県
道
栗
駒
岩
ヶ
崎
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県

道
を
北
及
び
北
東
に
進
み
県
道
築
館
栗
駒
公
園
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
国
道
四
号

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
進
し
栗
原
市
築
館
留
場
地
内
一
迫
川
左
岸
堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
堤
防
を
西
及
び
南
に
進
み
市
道
新
田
成
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
及
び
北
に

進
み
市
道
秋
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
栗
原
市
一
迫
北
沢
地
内
農
道
天
拝
館
線
に
至

る
作
業
道
と
の
交
点
（
秋
山
大
橋
た
も
と
）
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
作
業
道
を
西
進
し
農
道
天
拝
館
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農
道
を
西
進
し
市
道
畑
〜
川
原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
市
道

田
川
〜
川
原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

十
三

　

１　

名
称

　
　
　

小
豆
畑
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

栗
原
市
花
山
地
内
林
道
赤
坂
線
と
県
道
岩
入
一
迫
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
進
し

林
道
金
沢
軽
井
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
東
進
し
林
道
金
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
林
道
を
北
進
し
国
道
三
九
八
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
東
進
し
市
道
御
堂
小
手
沢
線
と

の
交
点
に
至
り
、同
所
か
ら
直
線
で
東
北
電
力
株
式
会
社
送
電
線
花
山
支
線
と
市
道
山
下
角
間
線
の
交
点
に
至
り
、
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同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
市
道
追
分
〜
大
笹
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
市
道
滝

ノ
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
進
し
林
道
荒
谷
滝
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林

道
を
南
進
し
林
道
赤
坂
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
南
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

十
四

　

１　

名
称

　
　
　

嵯
峨
立
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

登
米
市
東
和
町
米
川
地
内
国
道
四
五
六
号
と
市
道
朴
の
沢
畑
の
沢
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市

道
を
西
進
し
市
道
川
端
・
入
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
県
道
東
和
薄
衣
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
進
し
宮
城
県
と
岩
手
県
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線

を
東
及
び
北
に
進
み
県
道
綱
木
黄
海
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
進
し
国
道
四
五
六
号
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

十
五

　

１　

名
称

　
　
　

楼
台
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

登
米
市
登
米
町
日
根
牛
地
内
県
道
志
津
川
登
米
線
と
県
道
東
和
登
米
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同

県
道
を
北
進
し
市
道
新
山
・
寺
の
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
市
道
寺
の
沢
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進
し
県
道
東
和
登
米
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
進

し
国
道
三
九
八
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
進
し
林
道
杉
の
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
林
道
を
南
進
し
同
林
道
の
終
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
作
業
道
を
南
進
し
登
米
市
東
和
町
と
登
米
市
登
米
町
の

境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
東
に
進
み
登
米
市
と
本
吉
郡
南
三
陸
町
の
境
界
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東
及
び
南
に
進
み
県
道
志
津
川
登
米
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県

道
を
南
西
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

十
六

　

１　

名
称

　
　
　

南
面
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

登
米
市
迫
町
佐
沼
地
内
国
道
三
四
六
号
と
国
道
三
九
八
号
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
西

及
び
北
西
に
進
み
市
道
新
大
瀬
・
新
一
番
江
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進
し
登
米
市
と
栗

原
市
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東
及
び
北
に
進
み
県
道
中
田
栗
駒
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
県
道
石
森
登
米
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
国
道

三
四
六
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
西
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

十
七

　

１　

名
称

　
　
　

北
上
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

石
巻
市
北
上
町
相
川
地
内
市
道
小
泊
・
小
指
線
と
市
道
相
川
三
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市

道
を
北
西
進
し
林
道
十
三
浜
相
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
北
西
進
し
同
林
道
か
ら
楯
火
峠
に

続
く
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、同
所
か
ら
同
山
道
を
北
西
進
し
石
巻
市
と
南
三
陸
町
と
の
境
界
線
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
境
界
線
を
西
及
び
南
西
に
進
み
石
巻
市
北
上
町
谷
多
丸
に
至
る
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
山
道
を
南
西
進
し
林
道
翁
倉
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
南
東
進
し
市
道
女
川
八
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
県
道
北
上
津
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し

市
道
追
波
女
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し
旧
北
上
川
左
岸
及
び
海
岸
線
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
海
岸
線
を
北
東
及
び
北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

十
八

　

１　

名
称

　
　
　

徳
仙
丈
山
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

気
仙
沼
市
本
吉
町
曽
坊
堂
地
内
林
道
曽
坊
堂
線
と
県
道
本
吉
室
根
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県

道
を
北
西
及
び
南
西
に
進
み
宮
城
県
と
岩
手
県
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
及
び
北

東
に
進
み
旧
気
仙
沼
市
と
旧
本
吉
町
及
び
岩
手
県
と
の
三
方
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
旧
気
仙
沼
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市
と
旧
本
吉
町
の
境
界
線
を
南
東
進
し
徳
仙
丈
山
管
理
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
管
理
道
路
を
北
東

進
し
市
道
羽
田
川
上
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
進
し
同
市
道
の
起
点
と
愛
宕
山
山
頂
を
結
ぶ

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
を
南
進
し
愛
宕
山
山
頂
と
林
道
曽
坊
道
線
終
点
を
結
ぶ
線
の
交
点
に
至
り
、
同
所
を

南
西
進
し
林
道
稲
持
線
と
林
道
曽
坊
堂
線
終
点
に
接
続
す
る
沢
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
沢
を
南
西
進
し

林
道
曽
坊
道
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
南
西
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

十
九

　

１　

名
称

　
　
　

小
原
木
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

気
仙
沼
市
唐
桑
地
内
宮
城
県
と
岩
手
県
の
境
界
線
と
海
岸
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
海
岸
線
を

南
進
し
只
越
川
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
右
岸
を
西
進
し
県
道
馬
場
只
越
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
県
道
を
西
進
し
只
越
沢
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
沢
を
北
進
し
国
有
林
と
気
仙
沼
市
有
林
の
境

界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
西
進
し
国
有
林
と
民
有
林
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
境
界
線
を
北
西
進
し
旧
気
仙
沼
市
と
旧
唐
桑
町
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北

西
進
し
宮
城
県
と
岩
手
県
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲

ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

二
十

　

１　

名
称

　
　
　

保
呂
羽
休
猟
区　

　

２　

区
域

　

本
吉
郡
南
三
陸
町
地
内
県
道
志
津
川
登
米
線
と
国
道
四
五
号
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
及

び
西
に
進
み
南
三
陸
町
と
登
米
市
と
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
及
び
北
に
進
み
県
道
志
津

川
登
米
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
及
び
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
　

１　

名
称

　
　
　

桃
生
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）　

　

２　

区
域

　

石
巻
市
桃
生
町
寺
崎
地
内
県
道
河
南
米
山
線
と
県
道
河
北
桃
生
線
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を

南
東
及
び
西
に
進
み
市
道
新
古
川
西
堤
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
市
道
城
内
・
薬
田
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進
し
幹
線
農
道
館
前
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農

道
を
北
進
し
県
道
河
北
桃
生
線
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
進
し
県
道
河
南
米
山
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
西
進
し
市
道
四
軒
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
市
道

八
木
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
旧
北
上
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

左
岸
を
北
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
一
号

　

昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成

二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

阿
武
隈
川
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域

　

亘
理
郡
亘
理
町
荒
浜
地
内
町
道
五
丁
目
東
線
と
亘
理
町
道
港
町
五
丁
目
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同

町
道
を
北
西
進
し
阿
武
隈
川
右
岸
堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を
北
西
進
し
県
道
塩
釜
亘
理
線
亘
理

大
橋
と
の
交
点
に
至
り
、同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
進
し
岩
沼
市
寺
島
地
内
阿
武
隈
川
左
岸
堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
堤
防
を
南
東
進
し
貞
山
堀
水
門
に
至
り
、
同
所
か
ら
起
点
ま
で
を
直
線
で
結
ぶ
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
二
号
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昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
九
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成

二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

麓
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域

　

加
美
町
宮
崎
地
内
県
道
柳
沢
中
新
田
線
と
町
道
役
場
切
込
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進

し
町
道
中
町
麓
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
及
び
北
東
に
進
み
林
道
行
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
林
道
を
北
西
及
び
北
に
進
み
東
北
電
力
陸
羽
幹
線
の
保
守
作
業
道
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
作
業
道
を
東

進
し
加
美
町
北
川
内
川
原
田
に
至
る
作
業
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
作
業
道
を
東
進
し
県
道
鳴
子
小
野
田

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
町
道
道
城
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
東

に
進
み
同
町
道
の
終
点
に
至
り
、同
所
か
ら
宮
崎
道
城
二
番
地
内
山
裾
を
東
南
進
し
柳
沢
太
田
前
地
内
山
裾
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
山
裾
を
東
進
し
集
落
内
公
衆
用
道
路
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
公
衆
用
道
路
を
南
進
し
柳
沢
砂
坂
地
内
山

裾
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
山
裾
を
東
進
し
赤
道
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
赤
道
を
北
進
し
旧
農
道
焼
切
原
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
旧
農
道
を
東
進
し
農
道
焼
切
原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農
道
を
南
東
進
し
県
道

柳
沢
中
新
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
、
南
及
び
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
三
号

　

昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
三
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

若
柳
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域

　

栗
原
市
若
柳
川
南
地
内
第
二
大
橋
の
西
端
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
県
道
若
柳
花
泉
線
を
南
西
進
し
県
道
若
柳
築

館
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
進
し
市
道
上
町
下
町
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
市
道
を
南
西
進
し
農
道
川
南
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農
道
を
北
西
進
し
農
道
川
南
五
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農
道
を
北
西
進
し
農
道
川
南
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農
道
を
西
進
し

新
山
一
号
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
用
水
路
を
北
進
し
市
道
新
山
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
市
道
を
北
進
し
国
道
三
九
八
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
西
進
し
栗
原
市
志
波
姫
伊
豆
野
地

内
新
堤
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
河
川
を
西
進
し
栗
原
市
志
波
姫
伊
豆
野
地
内
悪
田
地
江
川
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
河
川
を
北
進
し
西
風
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
農
道
国
道
北
部
一
六
四
号
線
を
北
進
し
迫
川
右
岸

堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を
東
進
し
栗
原
市
若
柳
新
山
浄
水
場
取
水
口
に
至
り
、
同
所
か
ら
対
岸

の
県
道
中
田
栗
駒
線
と
市
道
福
岡
線
の
交
点
を
直
線
で
結
ん
だ
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し
旧
く
り

は
ら
田
園
鉄
道
の
軌
道
敷
と
の
交
点
に
至
り
、同
所
か
ら
同
軌
道
敷
を
東
進
し
市
道
荒
町
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
市
道
十
文
字
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
市
道
十
文
字
四

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
市
道
十
文
字
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
南
進
し
市
道
十
文
字
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
市
道
我
門
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進
し
市
道
北
二
股
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し
若
柳
第
二
大
橋
東

端
に
至
り
、
同
所
か
ら
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
四
号

　

平
成
元
年
宮
城
県
告
示
第
千
三
百
八
十
二
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
（
仙
台
空
港
銃
猟
禁
止
区
域
）
の
２
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

区
域

　

名
取
市
下
増
田
字
台
林
地
内
仙
台
空
港
誘
導
灯
進
入
路
の
延
長
線
と
海
岸
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か

ら
同
海
岸
線
を
南
進
し
岩
沼
市
道
相
野
釜
新
浜
線
の
延
長
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
の
延
長
線
を

西
進
し
岩
沼
市
道
相
野
釜
新
浜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
県
道
仙
台
空
港
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
進
し
仙
台
東
部
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
道
路
を
北
進
し
県
道
仙

台
館
腰
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
進
し
名
取
市
道
耕
谷
札
前
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
市
道
を
北
東
進
し
仙
台
空
港
用
地
の
北
西
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
仙
台
空
港
用
地
の
境
界
線
を
北
東
進
し
木

引
堀
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堀
を
北
東
進
し
、
名
取
市
道
杉
中
線
と
の
交
点
（
経
塚
南
橋
）
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
市
道
を
南
進
し
名
取
市
道
北
釜
杉
中
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
進
し
名
取
市
道
北
釜
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し
名
取
市
道
広
浦
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北

進
し
第
一
臨
空
公
園
北
側
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
道
路
を
東
進
し
同
道
路
の
終
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
道
路
の
延
長
線
を
東
進
し
名
取
市
農
道
下
増
田
一
六
〇
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農
道
を
南

進
し
仙
台
空
港
誘
導
灯
進
入
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
誘
導
灯
進
入
路
を
東
進
し
同
進
入
路
の
終
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
進
入
路
の
延
長
線
を
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間
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平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
二
号
（
松
島
大
郷
銃
猟
禁
止
区
域
）
の
２
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

区
域

　

宮
城
郡
松
島
町
初
原
字
欠
田
地
内
県
道
仙
台
松
島
線
と
県
道
大
和
松
島
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら

県
道
仙
台
松
島
線
を
南
西
及
び
南
に
進
み
松
島
町
初
原
字
欠
ノ
下
地
内
県
道
欠
ノ
下
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
赤
道
に
至
り
、
同
赤
道
を
南
東
に
進
み
国
有
林
六
林
班
、
一
一
林
班
の
境
界
線
に

至
り
、
同
境
界
線
を
南
及
び
南
西
に
進
み
同
六
林
班
、
一
二
林
班
の
境
界
線
に
至
り
、
同
境
界
線
を
南
進
し
松
島

町
桜
渡
戸
字
芦
ヶ
沢
地
内
町
道
高
城
・
桜
渡
戸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
西
進
し
松
島
町
桜

渡
戸
字
中
島
地
内
県
道
仙
台
松
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
西
進
し
松
島
町
桜
渡
戸
字
浜
井
場
地
内
浜

井
場
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
道
路
を
西
進
し
松
島
町
と
大
郷
町
と
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
境
界
線
を
南
西
進
し
松
島
町
、
大
郷
町
及
び
利
府
町
の
三
方
境
界
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
大
郷
町
利
府
町
と

の
境
界
線
を
南
西
進
し
ゴ
ル
フ
場
地
と
私
有
林
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
及

び
北
東
に
進
み
大
郷
町
道
川
内
桜
渡
戸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
進
し
大
郷
町
道
安
戸
本
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
東
進
し
県
道
大
和
松
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を

南
東
及
び
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
三
号
（
片
馬
合
銃
猟
禁
止
区
域
）
の
２
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

区
域

　

栗
原
市
金
成
有
馬
地
内
市
道
手
柄
線
と
市
道
片
馬
合
普
賢
堂
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

北
西
進
し
市
道
萩
荘
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進
し
岩
手
県
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
東
進
し
市
道
手
柄
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
起
点
に
至

る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
五
号

　

平
成
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
三
十
五
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成

二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
七
号
（
上
狼
塚
銃
猟
禁
止
区
域
）
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

区
域

　

加
美
町
菜
切
谷
地
内
国
道
四
五
七
号
と
町
道
色
麻
下
多
田
川
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
町
道
を

南
東
進
し
町
道
山
田
原
線
に
接
続
し
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
東
進
し
加
美
町
と
大
崎
市
の
境
界
線
に
至
り
、
同

所
か
ら
大
崎
市
道
柏
崎
野
寺
線
を
南
東
進
し
市
道
大
崎
耳
取
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進

し
大
崎
市
と
加
美
町
と
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
町
道
宮
沢
線
を
南
西
進
し
町
道
上
狼
塚
一
本
松
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進
し
町
道
色
麻
下
多
田
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
進

し
町
道
宮
城
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進
し
国
道
四
五
七
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
国
道
を
北
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
六
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ベ
ビ
ー
ラ
イ
フ
セ
ン
タ
ー

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

山
口　

恵
美

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
中
山
四
丁
目
二
十
二
番
十
八－

七
一
五
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
家
庭
環
境
を
整
え
る
た
め
に
、
子
ど
も

の
保
育
・
家
事
等
の
支
援
を
行
い
、
ま
た
す
べ
て
の
家
庭
に
お
い
て
安
心
し
て
子

育
て
が
で
き
る
社
会
環
境
の
実
現
に
向
け
て
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
社

会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
七
号

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
度
宮

城
県
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

試
験
期
日

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日
（
火
）

　
　

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二　

試
験
場
所

　
　

仙
台
市
泉
区
天
神
沢
二
丁
目
一
番
一
号　

東
北
学
院
大
学
泉
キ
ャ
ン
パ
ス

第2103号　平成21年10月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）



三　

受
験
願
書
受
付
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
二
月
四
日
（
金
）
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）

四　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
保
健
福
祉
部
医
療
整
備
課
看
護
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
六
一
五
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号

　

県
営
石
森
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
地
集
積
加
速
化
基
盤
整
備
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称　
　

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

登
米
市
役
所
、
登
米
市
中
田
総
合
支
所
及
び
登
米
市
石
越
総
合
支
所

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
南
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
南
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
及
び
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務

所
三　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
北
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
北
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
、
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
（
栗

原
地
域
事
務
所
を
含
む
。）、
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
（
登
米
地
域
事
務
所
を
含
む
。）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

地
方
振
興
事
務
所

三　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道
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二　

路　

線　

名　

石
巻
河
北
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

河
北
桃
生
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

古
川
登
米
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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変　

更　

の　

区　

間

石
巻
市
大
瓜
字
上
小
塚
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
瓜
字
鐘
四
九
番
一
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

　

Ａ
前　
　

Ｂ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〜

 

四
八
・
〇

二
三
・
〇
〜

三
四
・
〇

一
〇
・
〇
〜

 

五
一
・
〇

二
六
・
五
〜

三
四
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

九
六
二
・
三

三
三
八
・
〇

九
六
二
・
三

三
三
八
・
〇

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

変　

更　

の　

区　

間

石
巻
市
福
地
字
堤
上
無
番
地
先
か
ら

同
市
相
野
谷
字
本
屋
敷
無
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

五
・
〇
〜
八
・
〇

　

八
・
〇
〜一
三
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

六
、
三
〇
五
・
八

六
、
三
〇
五
・
八

変　

更　

の　

区　

間

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
内
の
目
五
五
番
一
地
先
か

ら同
市
同
町
字
桜
岡
江
浪
五
〇
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
〇
〜三
八
・
四

一
二
・
〇
〜三
八
・
四

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
六
六
・
〇

二
六
六
・
〇

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

三
百
九
十
八

号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

石
巻
市
大
瓜
字
棚
橋
上
待
井
三
二
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
瓜
字
剣
崎
五
〇
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

十
月
三
十
日

道

路

の

種

類

路

線

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日



〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
九
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

大
崎
市
古
川
南
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
崎
市
古
川
南
土
地
区
画
整
理
組
合

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
崎
市
古
川
米
倉
字
屋
敷
四
十
二
番
地
の
一

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
日

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
九
六
六
号
（
平
成
二
十
年
六
月
十
三
日
付
け
）
中
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県

道

河
北
桃
生
線

石
巻
市
福
地
字
堤
上
無
番
地
先
か
ら

同
市
相
野
谷
字
本
屋
敷
無
番
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年

 

十
月
三
十
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

古
川
登
米
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
内
の
目
五
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
同
町
字
桜
岡
江
浪
五
〇
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

十
月
三
十
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

石
巻
河
北
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

石
巻
市
大
瓜
字
上
小
塚
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
瓜
字
鐘
四
九
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

十
月
三
十
一
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

東
和
登
米
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
覚
仙
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
同
町
米
谷
字
覚
仙
五
二
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

十
一
月
四
日

ペ
ー
ジ

九一
〇

一
〇

段下上上

行
後
ろ
か

ら
一　一五

正

　
　
　
　
　
　
　

誤

一
〇
・
〇
〜

　
　

四
八
・
〇

一
〇
・
〇
〜

　
　

四
一
・
〇

二
三
・
〇
〜

　
　

三
四
・
〇

二
三
・
〇
〜

　
　

三
〇
・
〇

　

六
・
五
〜

　
　

四
八
・
〇

　

六
・
五
〜

　
　

二
一
・
〇


